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新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を
実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成
する雇用調整助成金の措置内容が変わります。

4月末までは、日額上限:15,000円、助成率:中小
企業で最大10/10となっていましたが、5月～7月
末までは、原則日額上限:13,500円、助成率:最
大9/10となります。
また、緊急事態宣言対象区域や、まん延防止措置

を実施すべき区域は、7月末まで「特例」が適用さ
れます。特例は日額上限:15,000円 助成率:最
大10/10となります。

◇緊急事態宣言対象区域またはまん延防止等重点
措置を実施すべき区域で休業、時短営業等をして
いる飲食店など。

●特例の措置の対象となるのは
◇最近3ヶ月の売上高等が前年又は前々年同期と
比べて30％以上減少している。

※8月以降の運用については、雇用情勢が大きく悪化
しない限り、措置を段階的に縮減する予定。
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4月末までの措置 5月～7月の措置

日額上限 15,000円
最大助成率 100％

【原則】日額上限13,500円
最大助成率 90％

【特例】日額上限15,000円
最大助成率 100％


